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１ 計画策定の趣旨 

急速な少子化を背景に、子どもを取り巻く環境が変化する中、社会全体で子ども・子育てを支

援することが重要となっています。このような状況の下、国では「新エンゼルプラン」（平成１１

年）や「次世代育成支援対策推進法」（平成１５年）に基づき、少子化対策や就労等の支援対策を

実施してきたところです。 

本市では、子育て支援策を総合的かつ計画的に推進するために、平成１５年３月に「さいきエ

ンゼルプラン」を、さらに、次世代を担う子どもの成長と子育て家庭を社会全体で支援するため

の取組として平成１７年度から平成２６年度までを計画期間とした「さいき子ども育成支援行動

計画」を策定し、すべての子どもと子育て家庭を対象とした子育て支援に取り組んできました。 

国は、平成２４年８月に子ども・子育ての様々な課題を解決するために「子ども・子育て支援

法」とそれに関連する法改正を行い、子ども・子育て支援の新たな制度を創設しました。 

佐伯市でも、これまでの取組に新たな制度を加え、子ども・子育て支援を質・量ともに充実す

るとともに、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、

子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々が協働し、それぞれの役割を果た

すことが必要です。また、そうした取組を通じて、家庭を築き、子どもを産み育てるという希望

をかなえ、すべての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指し、「佐伯市子ども・子育て支

援事業計画」を策定します。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

この計画は、子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づき、佐伯市の子どもと子育て家庭を

対象として、佐伯市が今後進めていく施策の方向性や目標等を定めたものです。 

また、社会全体で子ども・子育て・親育ちを支援していくため、新たな仕組みを構築し、「質の

高い教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」

を目指すものです。 

策定にあたっては、子ども・子育て支援法をはじめ、関連の計画「次世代育成支援行動計画」

における取組の、子どもと子育て家庭に関わる施策を踏まえ、同時に様々な分野の取組を総合的

かつ計画的に進めるために、上位計画や関連計画と整合性を持ったものとして定めています。 

 

 

 

 

第１章 計画の策定にあたって 

第１章～第４章は、 

変更なしのため省略 

（事業計画Ｐ１～Ｐ２８） 

 



 

 

 

 

１ 量の見込み 

本計画の作成時期における教育・保育の利用状況、ニーズ調査により把握した利用希望を踏

まえて、認定区分ごとに量の見込み（必要利用定員総数）を定めています。 

 

認定区分 

１～３号認定（子ども・子育て支援法第十九条等） 

保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づいて保育の必要性を認定（子どもの認定区分）。

その上で施設型給付を行う仕組み。 

区分 対象年齢 保育の必要性 利用施設 

１号認定 ３～５歳 幼児期の学校教育 

（教育標準時間認定） 

主に幼稚園に該当 

２号認定 ３～５歳 保育の必要性あり 

（保育認定） 

主に保育所、 

認定こども園に該当 

３号認定 ０歳、 

１～２歳 

保育の必要性あり 

（保育認定） 

保育所 認定こども園、 

地域型保育に該当 

 

施設型給付＝保護者本人への給付でなく、新制度で幼稚園・保育所・認定こども園（教育・保育施設）を通じ

た共通の給付が行われること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 教育・保育施設の充実 



 

 

２ 提供体制の確保と実施時期 

教育・保育の利用状況及び利用希望把握アンケートにより把握する利用希望を踏まえ、教育・

保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行えるよう、小学校就学前児童数の推移、

教育・保育施設の配置状況及び地域の実情等を考慮し、認定区分ごとに量の見込み（必要利用

定員総数）と確保の内容及び実施時期を設定します。 

 

（１）１号認定（３歳以上、幼稚園を利用希望） 

■佐伯地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ５６５人 ５５０人 ５３５人 ６１１人 ５６４人 

確保の内容 ６４６人 ６４６人 ６４６人 ７１７人 ６７７人 

 特定教育・保育施設 ３１７人 ３１７人 ３１７人 ７１７人 ６７７人 

確認を受けない 

幼稚園 
３２９人 ３２９人 ３２９人 ０人 ０人 

過不足 ８１人 ９６人 １１１人 １０６人 １１３人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

１号認定（３歳以上、幼稚園を利用希望）と２号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強い）の合計 

※確認を受けない幼稚園＝自治体が施設型給付の対象となることを確認する「認定こども園・幼稚園・保育

所」に該当しない、私立幼稚園のこと。（私立幼稚園が、新制度の施設型給付を受けるかどうかは各幼稚園の

判断に委ねることとなっています。） 

＊平成２９年度にルンビニ幼稚園、みのり幼稚園、カトリック佐伯幼稚園の３つの私立幼稚園が新制度の施設

型給付を受けることになり、「確認を受けない幼稚園」から「特定教育・保育施設」に移行しました。（カトリ

ック佐伯幼稚園は、新制度への移行と同時に認定こども園に移行。） 

 ＊平成３１年度にルンビニ幼稚園と佐伯聖徳保育園が統合して、認定こども園に移行します。 

 

 

■上浦地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １０人 １０人 １０人 ７人 ７人 

確保の内容 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 

 特定教育・保育施設 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 

確認を受けない 

幼稚園 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 １５人 １５人 １５人 １８人 １８人 

 

 

 



 

 

■弥生地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ９７人 ９３人 ８９人 ７４人 ６７人 

確保の内容 １６３人 １６８人 １７３人 １５０人 １４５人 

 特定教育・保育施設 ８０人 ８５人 ９０人 １５０人 １４５人 

確認を受けない 

幼稚園 
８３人 ８３人 ８３人 ０人 ０人 

過不足 ６６人 ７５人 ８４人 ７６人 ７８人 

＊平成２７年度ににじいろ保育園が認定こども園（にじいろこども園）に移行し、定員を増やしました。 

＊平成２９年度にルンビニ幼稚園、みのり幼稚園、カトリック佐伯幼稚園の３つの私立幼稚園が新制度の施

設型給付を受けることになり、「確認を受けない幼稚園」から「特定教育・保育施設」に移行しました。（カ

トリック佐伯幼稚園は、新制度への移行と同時に認定こども園に移行。） 

＊平成３１年度にルンビニ幼稚園と佐伯聖徳保育園が統合して、認定こども園に移行します。 

 

 

 

■本匠地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １３人 １２人 １２人 ２人 ２人 

確保の内容 ２５人 ２５人 ２５人 ５人 ５人 

 特定教育・保育施設 ２５人 ２５人 ２５人 ５人 ５人 

確認を受けない 

幼稚園 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 １２人 １３人 １３人 ３人 ３人 

＊平成３０年度に本匠幼稚園を廃止。本匠保育所が認定こども園（ほんじょうこども園）に移行します。 

 

 

 

■宇目地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ８人 ８人 ６人 ３人 ３人 

確保の内容 ８人 ８人 ８人 ８人 ５人 

 特定教育・保育施設 ８人 ８人 ８人 ８人 ５人 

確認を受けない 

幼稚園 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ２人 ５人 ２人 

 

 



 

 

■直川地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １０人 １０人 １０人 ４人 ４人 

確保の内容 ２５人 ２５人 ２５人 ４人 ４人 

 特定教育・保育施設 ２５人 ２５人 ２５人 ４人 ４人 

確認を受けない 

幼稚園 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 １５人 １５人 １５人 ０人 ０人 

＊平成３０年度に直川幼稚園を廃止。直川保育所が認定こども園（なおかわこども園）に移行します。 

 

■鶴見地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ２７人 ２７人 ２５人 １２人 １２人 

確保の内容 ２７人 ２７人 ２７人 ２７人 ２７人 

 特定教育・保育施設 ２７人 ２７人 ２７人 ２７人 ２７人 

確認を受けない 

幼稚園 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ２人 １５人 １５人 

 

 

■米水津地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １７人 １７人 １５人 １５人 １５人 

確保の内容 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 

 特定教育・保育施設 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 

確認を受けない 

幼稚園 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ８人 ８人 ９人 １０人 １０人 

 

 

■蒲江地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ５７人 ５６人 ５５人 ４人 ４人 

確保の内容 ５０人 ５０人 ５０人 ５人 ５人 

 特定教育・保育施設 ５０人 ５０人 ５０人 ５人 ５人 

確認を受けない 

幼稚園 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ▲７人 ▲６人 ▲５人 １人 １人 

＊平成２９年度に蒲江幼稚園を廃止。蒲江保育所が認定こども園（蒲江こども園）となりました。



 

 

（２）２号認定（３歳以上、保育所を利用希望） 

■佐伯地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ３２７人 ３１８人 ３０９人 ３８１人 ４１６人 

確保の内容 ３００人 ３００人 ３００人 ３６９人 ４６３人 

 特定教育・保育施設 ３００人 ３００人 ３００人 ３６９人 ４６３人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ▲２７人 ▲１８人 ▲９人 ▲１２人 ４７人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

２号認定のうち幼児期の学校教育の利用希望が強い人については、必要利用定員総数に含まず 

＊平成２９年度にカトリック佐伯幼稚園が認定こども園に移行しました。 

＊平成３０年度にさくら保育園を新設します。 

＊平成３１年度にルンビニ幼稚園と佐伯聖徳保育園が統合して、認定こども園に移行し、定員を増やします。 

＊平成３１年度にみなみ保育園が建て替えを行い、定員を増やします。 

＊平成３１年度に久部保育所を移転・拡充し、定員を増やします。 

 

■上浦地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ５人 ５人 ４人 ６人 ５人 

確保の内容 ５人 ５人 ５人 ５人 ５人 

 特定教育・保育施設 ５人 ５人 ５人 ５人 ５人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 １人 ▲１人 ０人 

 

■弥生地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ６９人 ６７人 ６５人 ７６人 ８１人 

確保の内容 ５９人 ６４人 ６９人 ９０人 ９２人 

 特定教育・保育施設 ５９人 ６４人 ６９人 ９０人 ９２人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ▲１０人 ▲３人 ４人 １４人 １１人 

＊平成２７年度ににじいろ保育園が認定こども園（にじいろこども園）に移行し、定員を増やしました。 

＊平成２９年度にやよい保育園が認定こども園（弥生こども園）に移行し、定員を増やしました。 

＊平成３０年度以降、不足分をほんじょうこども園で確保します。 

＊平成３１年度に弥生地域にある認定こども園の定員を増やします。 



 

 

■本匠地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １３人 １１人 １１人 １４人 １４人 

確保の内容 １３人 １３人 １３人 １４人 １４人 

 特定教育・保育施設 １３人 １３人 １３人 １４人 １４人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ２人 ２人 ０人 ０人 

＊平成３０年度に本匠保育所が認定こども園（ほんじょうこども園）に移行し、定員を増やします。 

  

 

 

■宇目地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ２５人 ２３人 ２１人 ３５人 ３４人 

確保の内容 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 ４５人 

 特定教育・保育施設 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 ４５人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ２人 ４人 ▲１０人 １１人 

＊平成３１年度にうめこども園の定員を増やすことで不足分を確保します。 

 

 

 

■直川地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １１人 １１人 １１人 １６人 １６人 

確保の内容 １１人 １１人 １１人 １８人 １８人 

 特定教育・保育施設 １１人 １１人 １１人 １８人 １８人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ０人 ２人 ２人 

＊平成３０年度に直川保育所が認定こども園（なおかわこども園）に移行し、定員を増やします。 

 

 

 

 

 



 

 

■鶴見地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ２３人 ２３人 ２１人 １３人 １３人 

確保の内容 １７人 ２３人 ２３人 １３人 １３人 

 特定教育・保育施設 １７人 ２３人 ２３人 １３人 １３人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 －６人 ０人 ２人 ０人 ０人 

 

 

 

■米水津地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ７人 ６人 ６人 １３人 １３人 

確保の内容 ７人 ７人 ７人 １１人 １３人 

 特定教育・保育施設 ７人 ７人 ７人 １１人 １３人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 １人 １人 ▲２人 ０人 

 ＊平成３１年度は、不足分を佐伯地域の保育所で補います。 

 

 

 

■蒲江地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ８５人 ８３人 ８０人 ８７人 ８６人 

確保の内容 ８５人 ８５人 ８５人 ８９人 ９０人 

 特定教育・保育施設 ８５人 ８５人 ８５人 ８９人 ９０人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ２人 ５人 ２人 ４人 

＊平成２９年度に蒲江保育所が認定こども園（蒲江こども園）に移行し、定員を増やしました。



 

 

（３）３号認定（０歳、保育所を利用希望） 

■佐伯地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １１２人 １０８人 １０６人 １１３人 １０９人 

確保の内容 ８７人 ８７人 ８７人 ８４人 １１０人 

 特定教育・保育施設 ８３人 ８３人 ８３人 ８３人 １０９人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ４人 ４人 ４人 １人 １人 

過不足 ▲２５人 ▲２１人 ▲１９人 ▲３０人 １人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

＊平成３０年度にさくら保育園を新設します。 

＊平成３１年度にルンビニ幼稚園と佐伯聖徳保育園が統合して、認定こども園に移行し、定員を増やします。 

＊平成３１年度にみなみ保育園が建て替えを行い、定員を増やします。 

＊平成３１年度に久部保育所を移転・拡充し、定員を増やします。 

＊平成３１年度に佐伯地域にある保育所の定員を増やすことで不足分を確保します。 

 

■上浦地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ２人 ２人 ２人 １人 １人 

確保の内容 ２人 ２人 ２人 １人 １人 

 特定教育・保育施設 ２人 ２人 ２人 １人 １人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

 

■弥生地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １７人 １５人 １５人 ２４人 ２３人 

確保の内容 １５人 １５人 １７人 １５人 ２３人 

 特定教育・保育施設 １５人 １５人 １７人 １５人 ２３人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ▲２人 ０人 ２人 ▲９人 ０人 

＊平成２９年度にやよい保育園が認定こども園（弥生こども園）に移行しました。 

＊平成３０年度以降、不足分をほんじょうこども園となおかわこども園で補い、平成３１年度はさらに佐伯

地域にある保育園の定員を増やすことで補います。 

＊平成３１年度に弥生地域にある認定こども園の定員を増やすことで不足分を確保します。



 

 

■本匠地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ２人 ２人 ２人 ３人 ２人 

確保の内容 ２人 ２人 ２人 ３人 ２人 

 特定教育・保育施設 ２人 ２人 ２人 ３人 ２人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 ＊平成３０年度に本匠保育所が認定こども園（ほんじょうこども園）に移行し、定員を増やします。 

 

 

 

■宇目地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １人 １人 １人 ２人 １人 

確保の内容 １人 １人 １人 １人 １人 

 特定教育・保育施設 １人 １人 １人 １人 １人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ０人 ▲１人 ０人 

 

 

 

■直川地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １人 １人 １人 ２人 １人 

確保の内容 １人 １人 １人 ２人 １人 

 特定教育・保育施設 １人 １人 １人 ２人 １人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

＊平成３０年度に直川保育所が認定こども園（なおかわこども園）に移行し、定員を増やします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

■鶴見地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ２人 ２人 ２人 １人 １人 

確保の内容 ０人 ２人 ２人 １人 １人 

 特定教育・保育施設 ０人 ２人 ２人 １人 １人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ▲２人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

 

 

■米水津地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ３人 ２人 ２人 ６人 ６人 

確保の内容 ３人 ３人 ３人 ２人 ６人 

 特定教育・保育施設 ３人 ３人 ３人 ２人 ６人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 １人 １人 ▲４人 ０人 

＊平成３１年度の不足分は、佐伯地域と蒲江地域の保育所で補います。 

 

 

 

■蒲江地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ９人 ９人 ９人 １２人 １２人 

確保の内容 ９人 ９人 ９人 １０人 １３人 

 特定教育・保育施設 ９人 ９人 ９人 １０人 １３人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ０人 ▲２人 １人 

＊平成２９年度に蒲江保育所が認定こども園（蒲江こども園）に移行し、定員を増やしました。 

＊平成３１年度に蒲江こども園、畑野浦保育所の定員を増やすことで不足分を確保します。 

 



 

 

（３）３号認定（１・２歳、保育所を利用希望） 

■佐伯地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ３３３人 ３２５人 ３２８人 ３５６人 ３４９人 

確保の内容 ２９２人 ２９２人 ２９２人 ３３５人 ３４９人 

 特定教育・保育施設 ２８４人 ２８４人 ２８４人 ３３１人 ３４５人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ８人 ８人 ８人 ４人 ４人 

過不足 ▲４１人 ▲３３人 ▲３６人 ▲２１人 ０人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

＊平成２９年度にカトリック佐伯幼稚園が認定こども園に移行しました。 

＊平成３０年度にさくら保育園を新設します。 

＊平成３１年度にルンビニ幼稚園と佐伯聖徳保育園が統合して、認定こども園に移行し、定員を増やします。 

＊平成３１年度にみなみ保育園が建て替えを行い、定員を増やします。 

＊平成３１年度に久部保育所を移転・拡充し、定員を増やします。 

＊平成３１年度に佐伯地域にある保育所の定員を増やすことで不足分を確保します。 

 

■上浦地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ６人 ６人 ４人 ３人 ３人 

確保の内容 ６人 ６人 ６人 ３人 ３人 

 特定教育・保育施設 ６人 ６人 ６人 ３人 ３人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ２人 ０人 ０人 

 

 

■弥生地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ６３人 ６２人 ６０人 ６９人 ６８人 

確保の内容 ４１人 ４１人 ６３人 ６９人 ７１人 

 特定教育・保育施設 ４１人 ４１人 ６３人 ６９人 ７１人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ▲２２人 ▲２１人 ３人 ０人 ３人 

＊平成２９年度にやよい保育園が認定こども園（弥生こども園）に移行し、定員を増やしました。 

＊平成３０年度以降、不足分をほんじょうこども園となおかわこども園で補います。 

＊平成３１年度に弥生地域にある認定こども園の定員を増やします。 



 

 

■本匠地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ５人 ４人 ４人 ６人 ６人 

確保の内容 ５人 ５人 ５人 ６人 ６人 

 特定教育・保育施設 ５人 ５人 ５人 ６人 ６人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 １人 １人 ０人 ０人 

＊平成３０年度に本匠保育所が認定こども園（ほんじょうこども園）に移行し、定員を増やします。 

 

 

 

■宇目地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 １５人 １３人 １３人 １４人 １４人 

確保の内容 １５人 １５人 １５人 １５人 １４人 

 特定教育・保育施設 １５人 １５人 １５人 １５人 １４人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ２人 ２人 １人 ０人 

 

 

 

■直川地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ８人 ８人 ８人 ９人 ８人 

確保の内容 ８人 ８人 ８人 ９人 １２人 

 特定教育・保育施設 ８人 ８人 ８人 ９人 １２人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ０人 ０人 ４人 

＊平成３０年度に直川保育所が認定こども園（なおかわこども園）に移行し、定員を増やします。 

 

 

 

 

 



 

 

■鶴見地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ９人 ８人 ８人 １０人 ９人 

確保の内容 ９人 ９人 ９人 ９人 ９人 

 特定教育・保育施設 ９人 ９人 ９人 ９人 ９人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足  ０人 １人 １人 ▲１人 ０人 

 

■米水津地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ５人 ４人 ４人 １４人 １３人 

確保の内容 ５人 ５人 ５人 ５人 １６人 

 特定教育・保育施設 ５人 ５人 ５人 ５人 １６人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 １人 １人 ▲９人 ３人 

＊平成３１年度の不足分は、蒲江地域の保育所で補います。 

 

■蒲江地域･量の見込み 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

必要利用定員総数 ４２人 ４２人 ４０人 ４１人 ４１人 

確保の内容 ０人 ０人 ０人 ４６人 ４１人 

 特定教育・保育施設 ４２人 ４２人 ４２人 ４６人 ４１人 

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

特定地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

過不足 ０人 ０人 ２人 ５人 ０人 

＊平成２９年度に蒲江保育所が認定こども園（蒲江こども園）に移行し、定員を増やしました。 

 

（４）保育利用率の目標値設定について 

国の基本指針では、３号認定の量の見込み割合である「保育利用率」の目標値を設定すること

とされています。 

保育利用率の目標値は、「必要利用定員総数（３号認定子ども）÷各年度推計人口（０～２歳）

×１００＝（小数点第一位まで）」により算出した数値とします。 

 

佐伯市における保育利用率は、平成２７年度４４.７％から平成３０年度の４６.４％（平成３１

年度も同水準）へと徐々に上昇するものとして設定します。 



 

 

３ 教育・保育の一体的提供の推進（認定こども園について） 

 

教育・保育の一体的な提供の推進においては、単に幼稚園・保育所の施設的な統廃合や保護者

の就労支援の観点のみならず、教育・保育的な観点、子どもの育ちの観点を大切に考え、子ども

が健やかに育成されるよう教育・保育機能の充実（ソフト的整備）と施設整備（ハード的整備）

を一体的にとらえた環境の整備が重要です。 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであり、子ども

の最善の利益を第一に考えながら、住民からの意向や地域の情勢を踏まえて、子どもたちに質の

高い教育・保育の提供と、保護者や地域の子育て力の向上に向けた支援を実施するため、教育・

保育の一体的な運営の推進を検討していきます。 

 

 

（１）確実に教育・保育を提供できる環境の整備 

本市においても少子高齢化により子どもの数が減少していますが、保育所の利用希望は増加

傾向にあり、入所を待つ児童（空き待ち児童）が発生している一方で、定員を大きく下回る保

育所や幼稚園があります。 

子どもの数が減少していく中、施設を整備、管理する財源や、市内における保育士や幼稚園

教諭などの有資格者数も限られています。 

すべての希望者に確実に教育・保育を提供するためには、限られた資源を的確に配置するこ

とが必要です。施設の種類・公私の別を問わず、認定こども園への移行や施設のあり方を検討

していきます。 

 

 

（２）地域の実情に応じた施設の整備 

本市においては、合併前の市町村を単位として地域を形成しており、地域によって教育・保

育施設や子育て支援施設の配置状況が大きく異なります。幼稚園又は保育所しかない地域、少

人数の保育所や幼稚園が複数存在する地域など様々です。 

また、子どもの数が減少していく中、子どもの健やかな育ちにとって必要となる同年齢や異

年齢児との交流や集団の生活等を提供していくことが難しくなる地域も想定されています。 

そのような状況においては、既存の幼稚園や保育所を認定こども園として、地域のすべての

子どもたちに必要な教育・保育や支援を届けることも必要です。 

地域の状況やニーズに対応できるよう、その地域の実情にあった施設を整備していきます。 

現在、検討している地域ごとの状況は次のとおりです。 

 

佐伯地域 

久部保育所を建て替えて定員を増やし、利用希望の多い佐伯地域のニーズに対応します。ま

た、子どもの遊び場や子育て親子の交流の場など、多様なニーズに対応できる施設づくりを検

討していきます。 



 

 

宇目地域 

千束こども園と小野市こども園を統合し、平成２７年度から「うめこども園」とします。宇

目地域における教育・保育及び子育て支援を担う施設となることを目指し、今後も協議・検討

を進めていきます。 

 

蒲江地域 

既存保育所の老朽化等のため、保育所を建て替えるにあたり統合を検討していきます。 

また、保育所の統合に蒲江幼稚園を加えて認定こども園とすることも、併せて検討していき

ます。保育所、幼稚園及び在宅の子育て支援を含めた蒲江地域の子育ての核となる施設を目指

し、協議・検討を進めていきます。 

 

上記以外の地域については、既存の施設の動向を踏まえながら、協議・検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

４ 教育・保育施設の質の向上 

質の高い教育・保育及び子育て支援を提供するためには、施設設備等の良質な環境の確保と、

保護者以外に幼稚園教諭、保育士等子どもの育ちを支援する者の専門性や経験が極めて重要で

あり、研修等によりその専門性の向上を図ることが必要です。 

すべての子どもの健やかな育ちを保障していくために、発達段階に応じた質の高い教育・保

育及び子育て支援を提供し、その質の確保・向上のために、適切な評価を実施するとともに、

結果を踏まえた不断の改善努力を行います。 

 

（１）佐伯市の教育・保育の提供方針 

園児の基本的な生活習慣の確立や、家庭や地域で体験すべき事項については、不十分であ

ると思われる点が多分にあります。また、自制心や規範意識が十分に身についておらず、小

学校入学後の集団学習・集団生活に適応できないといった例に対応するため、小学校との連

絡を密にするとともに、幼稚園、保育所及び認定こども園において、計画的に様々な体験が

できるよう、各種行事や各施設との交流を推進します。 

 

（２）教育・保育の提供目標 

○幼稚園、保育所、認定こども園の連携の推進 

○小学校への円滑な接続のための、小学校との連絡体制の強化 

○園児、児童の交流活動 

○認定こども園においては、幼稚園と同内容の教育課程の実施 

○県と連携した質の高い教育・保育の提供のための職員研修の実施 

 

５ 産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 

産休や育児休業明けの際に、希望する教育・保育施設、地域型保育事業を利用できないかもし

れない不安感が、出産の妨げになっている現実があります。スムーズに職場復帰ができるよう、

休業中の保護者に対して情報提供をしていきます。 

また、計画的に教育・保育施設の整備や地域型保育事業の展開を進め受け入れ体制を整えます。 



 

 

 

 

１ 地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保の方策  

○国から提示される基本指針等に沿って、「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を定め 

ます。 

○設定した「量の見込み」に対応するよう、事業ごとに地域子ども・子育て支援事業の確保の 

内容及び実施時期を設定します。 

○計画期間における量の見込み、確保の方策は以下のとおりです。 

 

（１）利用者支援事業（平成２７年度からの新規事業） 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提

供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 

［対象年齢］０～５歳 

 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

実施予定か所数（か所） ０ １ １ １ １ 

平成３０年度の開設を目指します。 

 

 

 

（２）時間外保育事業 

保護者の就労形態の多様化等に伴う延長保育需要に対応するため、通常保育の時間を超えて

保育を実施する事業です。 

［対象年齢］０～５歳 

 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み（人/年） ３２７ ３１８ ３０８ ２６０ ２６０ 

確保の方策（人/年） ３３０ ３３０ ３３０ ３００ ３００ 

休日保育については、ニーズを把握しながら引き続き検討していきます。 

 

 

 

 

 

第６章 地域子ども・子育て支援事業の充実 

 



 

 

（３）放課後児童健全育成事業 

主に保護者が就労等により昼間は家庭にいない小学生に、適切な遊びや生活の場を与えて、

児童の健全育成を図る事業です。 

［対象年齢］幼稚園児、就学児（６～１１歳） 

 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

【小学生】 

量の見込み（人/年） 
６４２ ６４２ ６３８ ７９１ ８０３ 

【幼稚園児】 

量の見込み（人/年） 
９３ ９２ ８６ １０９ １１４ 

【合計】 

量の見込み（人/年） 
７３５ ７３４ ７２４ ９００ ９１７ 

確保の方策（人/年） ７３５ ７３５ ７３５ １,１５０ １,１５０ 

現状に引き続き実施します。本市の児童クラブは公設民営を基本とし、必要に応じて施設整備を

進めていきます。なお、平成３０年度から佐伯地域の公立幼稚園で一時預かり（預かり保育）を実

施していきます。（平成３０年度に渡町台幼稚園、平成３１年度以降は必要性により検討） 

 

（４）短期入所生活援助事業（ショートステイ事業） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に

ついて、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

［対象年齢］０～５歳 

 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み（人/年） １２ １２ １２ １２ １２ 

確保の方策（人/年） １２ １２ １２ １２ １２ 

現状に引き続き、大分市・別府市の５施設に委託し、必要な保護を行います。 

 

（５）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供、養育環

境などの把握を行う事業です。 

［対象年齢］０歳 

 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み（人） ４６８ ４５２ ４４２ ４３７ ４２０ 

確保の方策 ４６８ ４５２ ４４２ ４３７ ４２０ 

現状に引き続き実施します。直営（健康増進課）を基本とし、一部委託して実施します。 



 

 

（６）養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うこ

とにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

［対象者] 要支援児童、特定妊婦、要保護児童 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み（人） ４７ ４７ ４７ １４０ １４０ 

確保の方策 
実施機関:直営(健康増進課) 

訪問支援者数:１８人 

現状に引き続き実施します。 

 

（７）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報提供、

助言その他の援助を行う事業です。 

［対象年齢］０～２歳 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み（人/年） １９,８３６ １９,１８８ １８,６９６ １８,３２４ １７,７２４ 

確保の方策（か所） ７ ７ ７ ７ ７ 

平成２９年度に大日保育園「おひさま」が廃止となりました。 

平成３０年度に再開若しくは新規の開設を目指します。 

 

（８）一時預かり事業 

幼稚園の在園児を対象とした一時預かり事業（預かり保育）です。 

［対象年齢］３～５歳 

 

幼稚園における在園児対象型 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み合計（人日／年） ６２,５４１ ６０,８８８ ５９,２２３ ３７,６６３ ４６,６６３ 

 幼稚園の在園児を 

対象とした一時預かり 

（１号認定見込み） 

３,２６１ ３,１６８ ３,０６３ ２,５６９ ２,５６９ 

 幼稚園の在園児を 

対象とした一時預かり 

（２号認定見込み） 

５９,２８０ ５７,７２０ ５６,１６０ ３５,０９４ ４４,０９４ 

確保の方策（人日／年） ２１,４６１ ２１,４６１ ４７,４６１ ３８,０００ ４７,０００ 

現状実施している私立幼稚園に加え、平成３０年度から順次、佐伯地域の公立幼稚園で一時預か

り事業を実施していきます。（平成３０年度は渡町台幼稚園、平成３１年度以降は必要性により検討） 



 

 

（９）病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業） 

病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを病院等の医療機関や保育施設の付設の

専用スペース等で看護師等が一時的に預かる事業です。 

［対象年齢］生後６か月から小学校３年生まで 

 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み（人日／年） ２,０７８ ２,０１５ １,９５５ ５０１ ５０１ 

確保の方策（人日／年） １,１７６ １,１７６ ２,１１２ １,６８５ １,６８５ 

 病児保育事業 ９３６ ９３６ １,８７２ １,４４５ １,４４５ 

 子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・ 

サポート・センターなど） 

２４０ ２４０ ２４０ ２４０ ２４０ 

つるおか子どもの家で実施している「さいきファミリー・サポート・センター」及び西田病院に

付設している「にしだキッズクラブ」で病児・病後児の預かりを実施します。 

「にしだキッズクラブ」は、最大９名までの受け入れが可能な体制を整えており、平成２７年度

以降、段階的に定員を増やしていく予定です。 

 

 

（10）一時預かり事業（在園児対象型除く）、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業を

除く）、子育て短期支援事業（トワイライトステイ） 

 

①一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが困難となった乳幼児について、主として昼間において、

認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預か

り、必要な保護を行う事業です。 

 

②ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助

を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連

絡、調整を行う事業です。 

 

③夜間養護等事業（トワイライトステイ事業） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童

について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

 

 

 



 

 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み（人／年） ６,０７７ ５,８８０ ５,７１９ ８３０ ８３０ 

確保の方策（人／年） ６,２４２ ６,２４２ ６,２４２ １,４２６ １,４２６ 

 一時預かり事業 ５,６１６ ５,６１６ ５,６１６ ８００ ８００ 

 
ファミリー・サポート・

センター事業 
６２４ ６２４ ６２４ ６２４ ６２４ 

 トワイライトステイ事業 ２ ２ ２ ２ ２ 

①一時預かり事業 

現状に引き続き、保育所での実施を基本とします。一時預かりのニーズにより対応できる

よう、検討を進めていきます。 

②ファミリー・サポート・センター事業 

現状に引き続き、つるおか子どもの家で実施します。 

③夜間養護等事業（トワイライトステイ事業） 

現状に引き続き、大分市・別府市の３施設に委託し、必要な保護を行います。 

 

（11）妊婦健診事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、

②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を

実施する事業です。 

 

量の見込み及び確保の方策 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み（人） ４５２ ４４２ ４３４ ６３０ ６３０ 

確保の方策 ６,３２８ ６,１８８ ６,０７６ ５,４００ ５,４００ 

現状に引き続き実施します。 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業（世帯の所得の状況等に勘案して物品購入に要する 

費用等の全部又は一部を助成する事業） 

世帯の所得の状況等に勘案して物品購入に要する費用等の全部又は一部を助成する事業で

す。必要に応じて検討していきます。 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

必要に応じて検討していきます。 

 

 



 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業の質の向上 

乳幼児期の発達が連続性を有するものであることや、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の

基礎を培う重要なものであることに十分留意し、教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の

相互の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等との連携についての基本的考え方

を踏まえ、佐伯市におけるこれらの連携を推進します。 

こうした取組に合わせ、利用者支援事業では、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情

報提供及び必要に応じた相談・助言等に加え、関係機関との連絡調整を行う子育て相談員を佐伯

市役所内に配置し、スムーズなサービスの利用を促進します。 

また、放課後児童健全育成事業について、平成２９年度より順次、公立幼稚園で一時預かり（預

かり保育）を実施することとしており、これに合わせて、地域の実情を考慮しながら、幼稚園児

の児童クラブ利用から一時預かり利用へ移行し、園児及び児童がよりよい環境で放課後等を過ご

せるよう体制の見直しを行います。 

また、質の向上という意味では、佐伯市の全児童クラブで構成される佐伯市児童クラブ運営連

絡協議会を設置するとともに、支援員が集まり情報交換などを行う連絡会を定期的に実施するな

ど、日々スキルアップの努力を行っていきます。 

平成２６年度に開始した病児・病後児保育事業は、現在３名の定員で受け入れが可能ですが、

平成２７年度以降段階的に定員を増やしていく予定です。 

 



 

 

 

 

１ 児童虐待防止対策の充実 

佐伯市においては、養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、地域資源や児童委員をはじめ

とした「地域のちから」を活用して子ども虐待の発生予防をするほか、早期発見、早期対応に努

めます。また、児童相談所の専門性や権限を要する場合には、遅滞なく介入を求められるよう、

これに先立ち、関係機関との連携を強化し、密接に情報を共有していくことが不可欠です。 

 

（１）関係機関との連携及び佐伯市における相談体制の強化 

佐伯市における子ども・子育てに関する相談体制は、「こども福祉課」をはじめ、「健康増進

課」「学校教育課」などの各行政機関のほか、各保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校など

において、子どもに関わる相談ができる体制になっています。これら相談体制により、子ども

が安心して安定した家庭を含む社会生活を送ることができるよう環境整備に努めています。 

また、子ども虐待の発生予防、早期発見、早期対応等のためには、これらの相談体制をもと

に関係機関の連携並びに情報の収集及び共有により、子育て世帯への支援を行う必要があります。 

関係機関との情報共有、連携を図ることにより、実際の子ども虐待事例への対応をはじめ、

要保護・要支援児への組織的な対応及び評価を確保するため、関係機関へ専門性を有する職員

の配置や、都道府県等が実施する講習会等への参加等を通じた体制の強化及び資質の向上を図

ります。 

さらに、一時保護などの実施が適当と判断した場合や児童相談所の専門性や権限を要する場

合には、児童相談所長などへの通知を行うほか、児童相談所に適切に援助を求めつつ、都道府

県と相互に協力して、子ども虐待による死亡事例等の重大事例の発生を食い止める体制を強化

していきます。 

 

（２）発生予防、早期発見、早期対応等 

子ども虐待の発生予防、早期発見、早期対応等を図るため、妊娠、出産期に養育支援を必要

とする子どもや妊婦の家庭を早期に把握し、健康増進課及び医療機関が連携して対応します。 

育児期の対応としては、健康診査や保健指導等の母子保健活動や地域の医療機関等との連携、

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）やホームスタート事業等の実施を通じて、

特に支援を必要とする場合には、養育支援訪問事業等への速やかかつ適切な支援につなげるよ

うにします。子どもが保育所・幼稚園・認定こども園、学校に在籍している家庭には各施設の

管理者等との連携などにより対応します。 

また、子ども虐待への早期対応を図るため、要保護児童対策地域協議会の個別対応会議や実

務者会議を開催し、児童相談所及び警察署等の各関係機関との連携を深めていきます。 

さらに地域資源や児童委員をはじめ「地域のちから」を活用して子ども虐待の防止に努めます。 

 

 

第７章 子ども・子育て支援関連施策の推進  

第７章移行も変更なしのため 

省略 

（事業計画Ｐ５１～Ｐ８３） 
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